
2020年 5月 27日 

学生各位 

文化ファッション大学院大学 

 

「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」に関する募集要項 

 

■概要 

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入が大幅に減少して、日本で

勉強を続けることが困難になっている学生を経済的に支えるために、日本政府が現金を支給する事業で

す。 

  

■支給額 

① 住民税非課税世帯の学生 20万円 

② ①以外の世帯の学生   10万円 

 

■支援対象者の要件（基準） 

1. 以下の①～③を満たす者（留学生は①.②.④を満たす者） 

① 家庭から自立してアルバイト収入で学費や生活費等を賄っていること 

・年間の仕送り額が 150万円未満（授業料含む）を目安とする 

・原則自宅外で生活している（自宅生でも家庭から経済的に自立していれば対象となります） 

※アパートなどの賃貸契約書の写し又は家賃の支払い証明などの提出が必要です 

・生活費・学費に占めるバイト収入の割合が高い 

・家庭（両親のいずれか）の収入が減少し、家庭からの追加的支援が期待できない 

 

② コロナ感染症の影響でアルバイト収入が大幅に減少していること 

・コロナ感染症の影響で、アルバイト収入（休業手当含）が 2020 年 1 月以降から前月比 50％以上減少して

いる 

（例えば、1月の収入が 5万円だったのが、2月は 2万円以下になった場合などが当てはまります） 

 ※アルバイト給与明細、振り込み口座の通帳のコピーなどの提出が必要です 

 

③ 既存制度について、以下の条件のうち、いずれかを満たすこと【日本人学生のみ】 

・日本学生支援機構の第一種奨学金を利用している（利用していた）者  

・他の民間団体の奨学金を利用している（利用を予定している）者   

 

④ 留学生等については、以下の要件も満たすこと 

・前年度の成績評価係数（参考 1）が 2.30 以上であること（1 年次生については、入試の成績や過去に在籍

していた学校の成績等で判断します）  

・１か月の出席率が 8割以上であること  

・仕送りが平均月額 90,000円以下であること（入学料・授業料等は含まない） 

・在日している扶養者の年収が 500万円未満であること 

 

2. 上記 1.を考慮した上で、経済的理由により本大学院での修学の継続が困難であると本大学院が必要

性を認める者 



■申請方法・申請書類・申請期間 

＜申請方法＞ 

次のいずれかの方法で申請してください。 

1. オンライン申請 

スマートフォン（LINE）によるオンラインで申請してください。（8分程度の説明動画もあわせてご覧く

ださい） 

なお、オンライン申請の場合は、支援対象者の要件を確認するための書類も全てオンライン上でアップロー

ドできるようになっています。 

その際、「任意」あるいは「提出可能な場合」と記載されているものがありますが、学内審査で必要な書類と

なりますので、必ずアップロードするようにしてください。提出が難しいものがある場合には、3.申し送り

事項に、その内容を記入してください。 

 

オンライン申請用 URL：https://gakusei-kyufu.lineml.jp/t/22016844 
説明動画 URL：https://youtu.be/I1n5tiDzQx4 
 

2. 紙での申請 

申請書類を BFGU 教学事務室へ郵送、または窓口へ直接提出してください。 

【郵送先住所】 

〒151-8547 東京都渋谷区代々木 3-22-1 

文化ファッション大学院大学 教学事務室 宛 

※郵便の追跡が分かるようにレターパックライトなどを活用することをお勧めします 

 

＜申請書類＞ 

① 「様式 1」 学生支援緊急給付金申請書 

② 「様式 2」 誓約書 

＊支援対象者の要件を確認するために、以下の書類も提出してください。 

③ 仕送り額が分かる預貯金通帳の写し等 

④ アパートなどの賃貸契約書の写し又は家賃の支払い証明（原則、自宅外で生活している者） 

⑤ 家庭からの追加的支援が期待できない場合における、コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受け

ている受給証明書 

（提出が難しければ、①学生支援緊急給付金申請書の 3.申し送り事項に、その内容を記入すること） 

⑥ アルバイト給与明細やアルバイト料振り込み口座の通帳のコピー等 

（2020年 1月以降の 2か月分以上で、アルバイトの収入が減少したことがわかるもの） 

⑦ 日本学生支援機構等の奨学生証写し等（該当者のみ） 

⑧ 住民税非課税証明書（該当者のみ） 

 

＜申請期間＞ 

6/12（金）まで必着 厳守 ※提出が遅れた場合は理由の如何に関わらず受け付けません 

 

 

 

 

 

https://gakusei-kyufu.lineml.jp/t/22016844
https://youtu.be/I1n5tiDzQx4


■支給方法 

申請者である学生本人名義の普通預金口座に日本学生支援機構より振り込みます。本人名義の普通預金

口座が無い学生は、給付金の申込までに利用できる口座を開設する必要があります。 

 

利用できる金融機関等・・・日本国内の銀行（ゆうちょ銀行含む）、信託銀行、信用金庫、信用組合、 

農業協同組合、労働金庫 

利用できない金融機関等・・・外資系銀行、新生銀行、あおぞら銀行、セブン銀行、 

インターネット専業銀行（楽天銀行、ジャパンネット銀行等） 

 
【給付金の支給日】 

申請後、本大学院での選考を経て、日本学生支援機構の推薦作業が終わり次第、日本学生支援機構から

振込ができるよう手続きを行います。 

 

■推薦人数 

推薦人数：若干名  

※応募があった学生の中から学内選考を経て、推薦者を決定します。推薦枠には限りがありますので、

申請すれば必ず採用されるものではありません。なお、選考通知については、決定次第、6/18（木）ご

ろに推薦者のみにお知らせいたします。 

 
■注意事項 

・申請書類に不備がある場合は推薦できません。  

・申請内容について、確認する場合があります。本大学院からの問い合わせ（メー ル・電話）に対応さ

れない場合、推薦できないことがあります。 

・書類を郵送で提出する場合は必ず期限内に到着するように注意してください。到着が遅れた場合など

の責任は負えませんので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

参考 1） 成績評価係数の算出方法は以下を参考にしてください。 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

文化ファッション大学院大学 教学事務室  

E-mail：otoiawase@bfgu-bunka.ac.jp 


